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愛のりタクシー　
年末年始運休のお知らせ

▶年末年始運休期間
12月29日㈮～令和6年1月3日㈬
※予約受付も休止となります。
※	令和6年1月4日㈭～8日(月･祝)のご利用については､12月24日㈰か
ら予約を受け付けます｡

愛のりタクシーをご利用ください！		
町では、乗り合いによる公共交通として｢愛のりタクシー｣
を運行しています。利用を希望される方は、事前に都市
計画課で利用者登録の申請を行ってください。利用者登
録申請書は、都市計画課に備え付けてあるほか、町公式
ホームページからも取得できます。また、申請は町公式
ホームページからの電子申請も可能です。なお、愛のりタ
クシーを利用する際は、予約のうえご利用ください。�
▶対象／町内在住の方
▶運行区域／町内全域(自宅･各共通乗降場間)
▶電話予約受付･運行時間／午前8時～午後5時
▶乗車料金／1回の乗車(片道)300円
▶予約方法
①予約センターへの電話予約( 580･0555)
※利用日時の1週間前から1時間前まで予約可能
②インターネット予約
※	利用にはＩＤとパスワードが必要です｡詳細は都市計画課へお問い
合わせください｡
※	マナーやルールを守って、皆さんが気持ちよく利用できるようご
協力ください。	

� 都市計画課( 内線243)

ご
参
加
く
だ
さ
い
！

第
3
回
い
き
い
き
元
気
塾

　
専
門
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
健
康
体
操
等
を
行
う

い
き
い
き
元
気
塾（
2
日
間
）を
開
催
し
ま
す
。

�

令
和
6
年
1
月
25
日
㈭
、26
日
㈮
午
後
1
時

30
分
～
3
時
40
分（
受
付
1
時
10
分
～
）

中
央
公
民
館
集
会
室

�

町
内
在
住
の
65
歳
以
上
で
両
日
参
加
で
き

る
方

※�

第
1
回
、第
2
回
の
い
ず
れ
か
を
受
講
さ
れ

た
方
は
対
象
外
で
す
。

40
人（
申
込
順
）

※
定
員
に
な
り
次
第
受
付
終
了
と
な
り
ま
す
。

�

水
分
補
給
で
き
る
も
の
、タ
オ
ル
、体
操
で
き

る
服
装
、筆
記
用
具

�

専
門
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
運
動
の
ポ
イ
ン
ト
の

講
話
や
認
知
症
予
防
体
操
等
、家
で
で
き
る

簡
単
な
運
動
、口こ

う
く
う腔

ケ
ア
講
義
ほ
か

講
師
／
健
康
運
動
指
導
士
、歯
科
衛
生
士

無
料

�

12
月
12
日
㈫
か
ら
、電
話
で
福
祉
課（

内
線
1
2
3
･
1
2
4
）へ
。

令
和
5
年
度
第
2
回
Ａ
Ｃ
Ｐ（
人
生
会
議
）

普
及
啓
発
講
演
会
を
開
催
し
ま
す
！

人
生
の
最
期
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？��

　
Ａ
Ｃ
Ｐ（
ア
ド
バ
ン
ス
･
ケ
ア
･
プ
ラ
ン
ニ
ン

グ
＝
人
生
会
議
）と
は
、も
し
も
の
と
き
に
備
え

て
、皆
さ
ん
が
ど
の
よ
う
な
医
療
や
ケ
ア
を
受

け
た
い
か
、大
切
に
し
て
い
る
こ
と
や
望
み
に
つ

い
て
、ご
家
族
や
医
療
関
係
者
･
介
護
に
関
わ

る
方
た
ち
と
一
緒
に
話
し
合
っ
て
い
く
こ
と
で

す
。Ａ
Ｃ
Ｐ
の
取
り
組
み
は
、も
し
も
の
と
き
、

ご
家
族
が
皆
さ
ん
に
代
わ
っ
て
こ
れ
か
ら
の
治

療
や
ケ
ア
等
の
難
し
い
決
断
を
す
る
た
め
の
助

け
と
な
り
ま
す
。

ご
参
加
く
だ
さ
い
！ 

隣
保
館
事
業

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ダ
ン
ス
教
室
パ
ー
ト
Ⅱ

　
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
ダ
ン
ス
は
、誰
で
も
知
っ

て
い
る
歌
謡
曲
な
ど
に
振
り
付
け
し
、簡
単
な

説
明
で
す
ぐ
に
踊
り
を
楽
し
め
る
ダ
ン
ス
で

す
。パ
ー
ト
Ⅱ
の
今
回
は
、初
級
者
か
ら
中
級
者

向
け
の
教
室
を
開
催
し
ま
す
。健
康
の
維
持
･

増
進
や
楽
し
い
仲
間
づ
く
り
に
参
加
し
て
み
ま

せ
ん
か
。

�

令
和
6
年
1
月
13
日
、20
日
、2
月
3
日
、

10
日
、3
月
2
日
、9
日（
各
土
曜
日
、全
6
回
）

　
午
後
1
時
30
分
～
3
時

か
わ
せ
み
荘
3
階
多
目
的
ホ
ー
ル

�

60
歳
以
上
の
方

20
人（
申
込
順
）

講
師
／
菅
村
国
子
氏

無
料

�

12
月
19
日
㈫
午
前
9
時
30
分
か
ら
、電
話

で
隣
保
館（

5
8
1
･
3
8
6
1
）へ
。

月
に
一
度
の

健
康
チ
ェ
ッ
ク
！

　

町
で
は
、毎
月
1
回「
健
康
チ
ェ
ッ
ク
の
日
」

と
し
て
、役
場
1
階
ロ
ビ
ー
に
脳
血
管
疾
患
予

防
健
康
チ
ェ
ッ
ク
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
て
い
ま
す
。

月
に
一
度
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク
を
習
慣
に
し
て
、ご

自
身
の
健
康
づ
く
り
に
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

12
月
19
日
㈫
午
前
9
時
～
正
午

　
（
受
付
は
11
時
30
分
ま
で
）

役
場
1
階
ロ
ビ
ー

�

推
定
野
菜
摂
取
量
測
定
、血
圧
計
、血
管
年
齢

測
定
器
等
で
の
計
測
と
計
測
結
果
を
用
い
た

保
健
師
等
に
よ
る
健
康
指
導

町
民
課（

内
線
1
1
3
～
1
1
5
）

あ
な
た
は
大
丈
夫
？

フ
レ
イ
ル
予
防
講
座

　

町
で
は
、加
齢
や
病
気
に
よ
っ
て
心
身
の
機

能
が
低
下
す
る「
フ
レ
イ
ル
」へ
の
理
解
を
深

め
、予
防
す
る
た
め
の
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

「
家
族
に
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
」、「
い
つ
ま
で

も
健
康
で
い
た
い
」と
思
っ
て
い
る
皆
さ
ん
、フ

レ
イ
ル
予
防
講
座
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

1
回
目�

令
和
6
年
2
月
5
日
㈪

　

��

２
回
目�

令
和
6
年
3
月
1
日
㈮

　
午
前
10
時
～
11
時

役
場
7
階
研
修
･
相
談
室

�

65
歳
以
上
で
2
回
と
も
参
加
で
き
る
町
内
在

住
の
方　

15
人（
申
込
順
）

�

1
回
目�

フ
レ
イ
ル
予
防
学
習
編

　

�

２
回
目�

フ
レ
イ
ル
予
防
実
践
編

※
両
日
と
も
座
学

講
師
／
明
治
安
田
生
命

�

令
和
6
年
1
月
15
日
㈪
か
ら
、電
話
で
町

民
課（

内
線
1
1
1
･
1
1
2
）へ
。

　
町
で
は
、町
内
の
医
師
を
講
師
に
招
き
、Ａ
Ｃ

Ｐ
の
考
え
方
や「
意
思
表
示
ノ
ー
ト
」の
記
入
の

仕
方
な
ど
、参
加
者
の
実
例
に
即
し
た
講
演
会

を
開
催
し
ま
す
。

令
和
6
年
1
月
18
日
㈭
午
後
2
時
～
3
時

　
（
受
付
1
時
40
分
～
）

役
場
6
階
会
議
室

町
内
在
住
の
方
と
そ
の
ご
家
族

70
人（
申
込
順
）

講
師
／
お
ぶ
す
ま
診
療
所
･
日
下
部
和
子
医
師

無
料

�

12
月
12
日
㈫
か
ら
、電
話
で
福
祉
課（

内
線
1
2
3
･
1
2
4
）へ
。

老
後
の
準
備
を
始
め
て
み
ま
せ
ん
か

第
3
回
未
来
学
び
塾（
全
4
回
）

　
介
護
準
備
に
必
要
な
福
祉
･
医
療
制
度
等
の

講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。ご
自
身
や
家
族
の
た

め
の
老
後
の
準
備
を
、参
加
者
交
流
な
ど
を
通

し
て
楽
し
く
学
び
ま
し
ょ
う
。

※�

第
4
回
は
本
誌
2
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

第
3
回：尿
漏
れ
予
防
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
オ
ム

ツ
の
上
手
な
選
び
方
･
あ
て
方

�

令
和
6
年
1
月
6
日
㈯
午
前
10
時
～
11
時

30
分（
受
付
9
時
45
分
～
）

保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー（
ユ
ウ
ネ
ス
）

　
2
階
大
会
議
室

町
内
在
住
･
在
勤
の
方
等

20
人

講	

師
／
埼
玉
よ
り
い
病
院（
看
護
師・理
学
療
法
士
）

無
料

�

12
月
18
日
㈪
～
28
日
㈭
に
、電
話
で
大
里

広
域
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
寄
居
町
社
会

福
祉
協
議
会（

5
8
1
･
8
5
4
8
）へ
。

災害時避難行動要支援者台帳
更新のお知らせ

特定健康診査･後期高齢者健康診査
人間ドック･脳ドックを受診しましょう！

　町では､災害発生時に自力で避難することが困難な方
の登録情報(災害時避難行動要支援者台帳)の更新を行い
ます｡
災害時避難行動要支援者台帳とは
災害発生時に自力で避難することが困難な方に､あらか
じめ同意のうえ登録していただき､その情報を消防署や
警察署､社会福祉協議会､民生委員･児童委員､自主防災
組織などと共有して､災害時の避難支援や安否確認､平時
の避難訓練等に活用します｡
▶対象
①75歳以上の町内在住の方(令和5年3月31日現在）
②要介護3～5の認定者
③�身体障害者手帳(1･2級)､療育手帳(Ⓐ･Ａ)､精神障害
者保健福祉手帳(1級)のいずれかをお持ちの方

※在宅生活でない方(施設入所や長期入院等)を除く｡
▶登録方法
①～③のいずれかに該当する方で､今年度から対象と
なった方に｢寄居町避難行動要支援者登録申請書｣を8
月に郵送しています｡登録希望の方は､必要事項を記入
のうえ､12月31日㈰までに､同封の返信用封筒で返信し
てください(消印有効)｡
※	昨年度以前に対象となった方で今年度から登録を希望する方や､登
録した内容に変更がある方は､福祉課へお問い合わせください｡

� 福祉課( 内線123･124）

　健康診査や人間ドック等は､生活習慣病やほかの病気
の早期発見･治療､生活習慣の改善につなげることを目的
として実施しています｡生活習慣病の多くは発病後､自覚
症状が出るまでに時間がかかることが多く､手遅れにな
る場合もあります｡症状が出てからの治療が必要になら
ないように､まずは予防･早期発見に気を配りましょう。
　対象者や検診機関等の詳しい内容については､人間
ドック･脳ドックは本誌4月号､国民健康保険特定健康診
査･後期高齢者健康診査は8月号をご確認いただくか、町
公式ホームページをご覧ください。
※	町の特定健康診査･後期高齢者健康診査と人間ドックの併用はできま
せんのでご注意ください。

特定健康診査･後期高齢者健康診査

人間ドック･脳ドック

町民課( 内線111～115)

マイナンバーカードを使って
自宅からスマホで確定申告

　確定申告は、ご自宅からのマイナンバーカードを利
用したe－Tax･スマホ申告が便利です。
　｢マイナンバーカード｣と｢スマホ｣があれば、確定申
告会場に出向くことなく、国税庁ホームページ｢確定申
告書等作成コーナー｣を利用して確定申告を行うこと
ができます。ぜひご利用ください。

メリットいっぱい！	マイナンバーカード方式
○自宅から24時間いつでも申告できます！	
　(メンテナンス時間を除く)
○	｢確定申告書等作成コーナー｣を利用すれば、自動計
算されます！
○	スマホ申告の場合、カメラ機能で｢給与所得の源泉
徴収票｣を自動入力できます！
○還付申告の場合、e－Taxなら早期還付されます！
○	ご質問には、チャットボットの｢税務職員ふたば｣が
回答します！
○	チャットボットや国税庁ホームページで解決しない
場合は、電話で相談できます！

●�国税に関する質問･相談��
国税相談専用ダイヤル( 0570･00･5901)

　●�操作に関する問い合わせ�
e－Tax･作成コーナーヘルプデスク�
( 0570･01･5901)

　●記事に関する問い合わせ　
　　熊谷税務署総務課( 521･2905)
　　※自動音声案内で2番を選択

▲	確定申告書等	
作成コーナー

▲	動画で見る	
確定申告

▲	税務相談	
チャットボット

◀		国民健康	
保険の方

◀		国民健康	
保険の方

◀		後期高齢者	
医療制度の方

◀		後期高齢者	
医療制度の方

0120･048･392寄居町防災行政無線テレホンサービス581･2121（代表）寄居町役場
日時日 場所場 対象対 定員定 持ち物持 内容内 費用費 申し込み申 その他他 問い合わせ問
電話 メールHPホームページFAXファクス


